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本人確認手続についての現状整理と
制度見直しの傾向
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本人確認手続についての現状整理と制度見直しの傾向（①排水設備設置等）

 アンケート調査結果を踏まえ、排水設備設置の確認時に自治体が土地所有者等に提出を求めている
私道共有者の同意書に係る「本人確認手続きの組合せの現状」や「見直しの傾向の詳細」を整理した
ところ、以下のとおり。

＜本人確認手続きの組合せの現状＞  ＜制度見直済団体における見直しの傾向＞
 ※制度見直済の自治体のうち、詳細な見直し内容が判明している例に限る 

（※）上記以外の見直しの例
【実印を廃止した例】
 ・押印（実印） ⇒ 自筆の署名
 ・押印（実印）及び印鑑登録証明書の添付 ⇒ 自筆の署名 等 

【認印以外の方法も認めるとした例】

【認印を廃止した例】
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押印見直しマニュアルに
よれば、「認印は本人確
認の趣旨に対する効力は
乏しい」とされている
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本人確認手続についての現状整理と制度見直しの傾向（②-１自治体独自の取組【助成制度】）

 アンケート調査結果を踏まえ、排水設備設置に係る助成制度申請時に自治体が土地所有者等に提出
を求めている私道共有者の同意書に係る「本人確認手続きの組合せの現状」や「見直しの傾向の詳
細」を整理したところ、以下のとおり。
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 ＜制度見直済団体における見直しの傾向＞
  ※制度見直済の自治体のうち、詳細な見直し内容が判明している例に限る

【認印を廃止した例】

・自筆の署名または記名押印（認印） ⇒ 自筆の署名
                       １件 
・押印（認印） ⇒ 記名 １件

【認印以外の方法も認めるとした例】

・自筆の署名及び押印（認印） ⇒ 自筆の署名 ５件

・自筆の署名及び押印（認印）⇒ 自筆の署名
               または記名押印（認印）
                       １件

【実印を廃止した例】

 ・押印（実印） ⇒ 押印（認印） １件 

＜本人確認手続きの組合せの現状＞

押印見直しマニュア
ルによれば、「認印
は本人確認の趣旨に
対する効力は乏し
い」とされている
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本人確認手続についての現状整理と制度見直しの傾向（②-２自治体独自の取組【受託施工制度】）

 アンケート調査結果を踏まえ、排水設備設置に係る受託施工申請時に自治体が土地所有者等に提出
を求めている私道共有者の同意書に係る「本人確認手続きの組合せの現状」や「見直しの傾向の詳
細」を整理したところ、以下のとおり。
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（※）上記以外の例
・認印の押印・自筆の署名・各種証明書等の添付
・実印の押印・印鑑登録証明書の添付・各種証明書等の添付    
                               等 

【認印を廃止した例】

・自筆の署名及び押印（認印）
 ⇒ 自筆の署名 １件

【実印を廃止した例】

・押印（実印）、印鑑登録証明書、自筆の署名、土地の
 登記事項証明書、権利者の承諾書（権利設定ありの場 
 合）
 ⇒ 自筆の署名、土地の登記事項証明書、権利者の承
   諾書（権利設定ありの場合） １件

＜本人確認手続きの組合せの現状＞  ＜制度見直済団体における見直しの傾向＞
 ※制度見直済の自治体のうち、詳細な見直し内容が判明している例に限る 

押印見直しマニュア
ルによれば、「認印
は本人確認の趣旨に
対する効力は乏し
い」とされている
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本人確認手続についての現状整理と制度見直しの傾向（②-３自治体独自の取組【公共下水道布設制度】）

 アンケート調査結果を踏まえ、排水設備設置の代替としての公共下水道布設申請時に自治体が土地
所有者等に提出を求めている私道共有者の同意書に係る「本人確認手続きの組合せの現状」や「見直
しの傾向の詳細」を整理したところ、以下のとおり。
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【認印以外の方法も認めるとした例】

【認印を廃止した例】

（※）上記以外の例
【実印を廃止した例】
 ・押印（実印） ⇒ 自筆の署名

 ・自筆の署名及び押印（実印）、印鑑証明書の添付 ⇒ 自筆の署名 等 
 

 ＜制度見直済団体における見直しの傾向＞
 ※制度見直済の自治体のうち、詳細な見直し内容が判明している例に限る 

＜本人確認手続きの組合せの現状＞

押印見直しマニュアル
によれば、「認印は本
人確認の趣旨に対する
効力は乏しい」とされ
ている


